
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
に
係
る
ご
提
案
へ
の

対
応
等
に
つ
い
て

20
18

（
平
成

30
）
年
の
ご
提
案
で
い
た
だ
い
て
い
る
事
項

ご
提
案

内
容

１
放

課
後
児
童
支
援
員
と
な
る
に
あ
た
り
必

要
と
さ
れ

る
実

務
期

間
２
年

に
つ
い
て
、
厚
労
省
通
知
で
示
さ
れ
て
い
る

2
,0

0
0時

間
が
必
要
と
い
う
目
安
に
つ
い
て
自

治
体

の
裁
量

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ご
提

案
内

容
２

放
課
後
児
童
支
援
員
に
な
る
に
あ
た
り
必

要
と
さ
れ

る
「児

童
福
祉

事
業
に
２
年
以

上
従
事
し
た
も
の
」
に
つ
い
て
、

認
可

外
保
育
施
設
に
お
け
る
勤
務

も
児
童

福
祉
事

業
の
従

事
経
験

で
あ
る
と
み
な
し
て
ほ
し
い
。

ご
提

案
内

容
３

経
過

措
置
期
間
経
過
後
、
放
課

後
児

童
支
援

員
が
急

に
退

職
し
た
場

合
な
ど
、
保

育
士
等
の
有
資
格
者
、
実
務
経
験

者
の
双
方
が
い
な
い
場
合
、
ク
ラ
ブ
の
運

営
が
そ
も
そ
も
で
き
な
く
な
る
の
で
、
特
別

な
措
置
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
26
年
厚
生
労
働
省
令
第
63
号
）
（
抄
）

（
職
員
）

第
10
条
第
３
項

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
高
等
学
校
卒
業
者
等
で
あ
り
、
か
つ
、
２
年
以
上
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
類
似
す
る
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
市
町
村
長
が
適

当
と
認
め
た
も
の

○
平
成
26
年
5月

30
日
付
け
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
育
成
環
境
課
長
通
知
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
に
つ
い
て
」
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
抄
）

基
準
第
10
条
第
３
項
第
９
項
の
「
２
年
以
上
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
類
似
す
る
事
業
に
従
事
し
た
者
」
と
は
、
（
略
）
、
「
遊
び
を
通
じ
て
児

童
と
継
続
的
な
関
わ
り
を
持
っ
た
経
験
の
あ
る
者
」
と
し
て
い
る
。
（
略
）
こ
こ
で
の
、
「
継
続
的
」
は
、
２
年
以
上
従
事
し
、
か
つ
、
総
勤
務
時
間

が
2,
00
0時

間
程
度
あ
る
こ
と
が
一
定
の
目
安
と
考
え
ら
れ
る
（
略
）
。

厚
労
省
の
考
え
方

ご
提
案
内
容
１
に
つ
い
て
は
、
通
知
に
お
い
て
、
実
務
経
験
２
年
以
上
と
い
う
要
件
を
実
務
的
に
適
用
す
る

に
あ
た
り
、
目
安
と
し
て
時
間
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
の
勤
務
の
あ
り
方
も
多
様
で
あ
り
、
時
間

数
の
み
を
見
て
実
務
経
験
を
判
断
す
る
こ
と
も
適
切
で
な
い
こ
と
か
ら
、
通
知
の
内
容
を
見
直
し
、
実
務
経
験
を
み
る
に
当
た
り

勘
案
す
る
事
項
を
示
す
な
ど
、
示
し
方
を
工
夫
し
て
い
く
。

ご
提
案
内
容
２
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
認
可
外
保
育
施
設
と
い
っ
た
場
合
、
多
様
な
も
の
が
存
在
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な

も
の
に
つ
い
て
含
め
る
こ
と
が
可
能
か
検
討
を
行
う
。

ご
提
案
内
容
３
に
つ
い
て
は
、
研
修
の
あ
り
方
全
般
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
経
過
措
置
の
延
長
や
経
過
措
置
終
了
後

の
研
修
の
あ
り
方
と
合
わ
せ
、
ご
懸
念
の
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
検
討
を
進
め
て
い
く
。
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